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都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 282 ha

令和 1 年度　～ 令和 5 年度 令和 1 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 平成30年度 令和5年度

人/年 平成29年度 令和5年度

％ 平成30年度 令和5年度

公共施設の利用者数
中心部の公共施設の年間利用者数（来場者数）
（宮若リコリス、マリーホール宮田、宮田文化センター・中央
公民館）

施設連携の強化のための中心拠点に広場空間を設け新たな活用
を促すことで拠点性が向上する。中心部にある施設利用者数の増
加により評価する。

209,524人/年 215,312人/年

都道府県名 福岡県 宮若市 宮若地区（第三期）

計画期間 交付期間 5

大目標　都市機能がコンパクトに集約された中心部の多機能拠点づくり
　目標１　中心部の憩いの空間形成のための広場の創出
　目標２　施設間連携を図り新たな賑わい拠点の形成
　目標３　中心拠点へのアクセスがしやすい道路環境の形成

（まちづくりの経緯）
・宮若市は、石炭産業衰退から企業立地等産業への転換を図る旧宮田町と、農業や観光産業を主とした旧若宮町の2町が平成18年2月に合併して誕生した。
・旧宮田町は、エネルギー革命に伴い90年の歴史を持つ貝島炭礦が閉山されたのち、広域に及ぶ農地・道路鉱害復旧事業や炭鉱住宅改良事業の優先的な実施により、地域の文化・交流施設等の整備が遅れており、また、石炭産業から自動車産業やIC産業等への
転換を図り、新たなまちづくりを進めてきた。
・旧若宮町の主要産業は農業であり、農産物の産地直売や竹原古墳等の歴史遺産、脇田温泉周辺施設等を生かし、観光によるまちづくりに力を進めてきた。
・合併に伴い、自動車産業等の企業が立地する宮田地区と、農業と温泉・史跡等の観光資源を有する若宮地区とが、それぞれ乖離することのないよう、一体的なまちづくりに取り組んでいる。
（現況）
・第1期計画（平成21年～25年）は地域間交流を向上させるため、図書館を併設する生涯学習施設（宮若リコリス）や若宮コミュニティセンター（ハートフル）等の整備を行い、それにより効果が発揮されている。
・第2期計画（平成26年～平成30年）では、定住人口の増加を目的として、住宅団地の整備や安全性向上のための道路整備などを行い、住みよい、楽しめる地域づくりを推進し、効果が発揮されつつある。
・令和3年に向けて、新庁舎の建替えが進められているが、中心部に集約された拠点の一体的利用が求められている。

・定住人口の継続的な増加に向け、住みたい、住み続けたい魅力づくりのための中心部の賑わいづくりが求められている。
・着実に道路整備を進めているが、中心拠点付近や通学路に未整備路線が残っており、特に児童や障害者の通行に支障が生じていることから、中心部の拠点との連携強化のための道路環境強化が求められている。
・第１期計画で宮若リコリスが整備され、また、新庁舎整備が進められている中で、これらを中心拠点として一体的な利用を促進するための空間形成が求められている。
・普段の生活の中での活用に加え、防災に関する意識を高め、自主防災組織の活動及び災害時の拠点として多機能性を持たせることが求められる。

■第2次宮若市総合計画（基本構想）（計画期間：平成30年度～平成39年度）
・「第2次宮若市総合計画」の「基本構想」では宮若市の将来像を「ひと・みどり・産業が輝く　ふるさと宮若」として、第１次計画で築いてきた基盤を活かし、自立した地域社会の形成を進め、新しいまちの価値創造に向けて、様々な地域資源の可能性を十分に発揮した質
の高いまちづくりを目指している。この将来像を実現するためのまちづくりの基本目標として「市民・地域・産業が賑わう住みよいまちを目指して」を掲げ、平成39年の目標人口を27,000人とし、これを達成するために、各種施策を推進することとしている。
■第2次宮若市総合計画（前期基本計画）（計画期間：平成30年度～平成34年度）
・「前期基本計画」では、「基本構想」の実現に向けた施策のうち、重点的に取り組むプロジェクトとして、「中心拠点の環境整備」、「防災意識の醸成と防災体制の強化」などがある。
■宮若市都市計画マスタープラン（平成23年～平成42年）
・将来像を「様々なきずなを育み　創造し続ける　生活文化故郷（とし）」と定め、まちづくりの基本的考え方として「豊かな自然環境と快適な生活環境が調和したまとまりのある市街地（集落）の形成」、「交流・連携を育む軸の形成」等が示されている。
■宮若市中心拠点整備基本計画
・「市民の安全・安心を支える拠点の形成」「中心拠点へのアクセス性の向上」「市民の憩いの場となる親しみやすく快適な拠点の形成」等が中心拠点及び新庁舎等の整備方針として示されている。

身近な憩いの場やレクリエーション
の場としての公園や広場について
の満足度

本計画で整備する公園だけでなく、市域の公園や広場につ
いての全体的な満足度

中心部に新たな公園や広場を整備し、憩いの場を創出すること
で、市全体としての憩いの空間の市民満足度を向上させる。市民
アンケートのうち「身近な憩いの場やレクリエーションの場としての
公園や広場」に対する満足度を評価指標とし、満足度を向上させ
る。

22.4% 32.0%

身近な道路の歩きやすさや交通安
全対策と自動車などにより日常で
利用する生活道路の整備について
の満足度

本計画で整備する道路の道路・歩道環境や交通安全対策
についての全体的な満足度

自歩道や側溝、舗装、防犯灯などの道路環境整備により、身近な
道路の歩きやすさや交通安全対策と、自動車などにより利用する
生活道路の整備への満足度を向上させる。市民アンケートのうち
整備予定道路周辺地域（本城、宮田、磯光）の居住者の「身近な
道路の歩きやすさや交通安全対策」と「自動車などにより日常で利
用する生活道路の整備」についての満足度の平均値を評価指標と
し、満足度を向上させる。

29.7% 35.0%

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
整備方針１(中心部の憩いの空間形成のための広場の創出)
・中心部の空き地や、新庁舎周辺に交流広場を整備することにより、中心部に市民が気軽に利用できる憩いの場の創出を図る。
・新庁舎、リコリスや公共交通結節点の広場の相互連携により中心部の回遊性向上を図る。

・「地域生活基盤施設」基幹/新庁舎前連携交流広場整備事業
・「地域生活基盤施設」基幹/筑前宮田駅跡広場整備事業
・「地域生活基盤施設」基幹/宮田バスセンター整備事業

整備方針２(施設間連携を図り新たな賑わい拠点の形成)
・新庁舎の周辺に広場を整備することで、中心拠点施設の相互活用を図り、市の新たな賑わいの拠点を創出する。
・自主防災活動の拠点として、地震時等の災害時の避難拠点として、多機能な広場形成を図る。
・新庁舎周辺の道路改良整備により、拠点性を高めるためのアクセス性向上を図り、賑わい拠点の強化を図る。

・（再掲）「地域生活基盤施設」基幹/新庁舎前連携交流広場整備事業
・「道路事業」基幹/片鉾・天王寺線道路改良事業
・「道路事業」基幹/宮田停車場・本城線道路改良事業

整備方針３(中心拠点へのアクセスがしやすい道路環境の形成)
・生活道路の路面舗装や道路拡幅、自歩道設置、側溝整備により、車両及び歩行者の安全な交通環境の形成を図る。
・中心拠点へのアクセス道路を改良することにより、中心部の日常的な利用促進を図る。
・通学路等の街路への防犯灯の設置による安全な歩行空間を創出する。

・（再掲）「道路事業」基幹/宮田停車場・本城線道路改良事業
・（再掲）「道路事業」基幹/片鉾・天王寺線道路改良事業
・「道路事業」基幹/磯光・小竹線道路改良事業
・「通学路防犯灯設置事業」提案事業/防犯灯の設置

【新庁舎と既存周辺施設との相互間利用の促進】
　新庁舎その周辺のアクセス道路を整備することにより、既存の周辺施設にも利用者増加などの効果を波及させる。

【自主防災拠点としての機能促進】
　自主防災組織の拠点として、防災訓練や避難場所の周知などの活動を推進することにより、拠点の日常的な利用促進と防災意識の向上を図る。

【交付期間中の計画管理】
　交付期間中における円滑な事業推進と目標達成に向け、適宜、事業計画の管理を実施するとともに、事業の協議・調整や進捗状況の検証等を実施する。

【継続的な活動】
　都市再生整備計画をホームページで公開し、事業目的・意識の共有化を図り住民協働のまちづくりに取組む。



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画事業） 様式（１）-④-２

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 市 直 L=340m R3 R5 R3 R5 105.3 105.3 105.3 105.3 －

道路 市 直 L=230m R3 R5 R3 R5 67.7 67.7 67.7 67.7 －

道路 市 直 L=270m R1 R5 R1 R5 142.7 142.7 142.7 142.7 －

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 市 直 A=1,000㎡ R3 R3 R3 R3 103.6 103.6 103.6 103.6 －

地域生活基盤施設 市 直 A=1,000㎡ R4 R5 R4 R5 17.8 17.8 17.8 17.8 －

地域生活基盤施設 市 直 A=1,340㎡ R4 R5 R4 R5 59.8 59.8 59.8 59.8 －

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

ワーケーション拠点施設

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

  住宅市街地総合整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

エリア価値向上整備事業

合計 496.9 496.9 496.9 0.0 496.9 － …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

市 直 R1 R5 R1 R5 2.3 2.3 2.3 2.3

市 直 R5 R5 R5 R5 3.0 3.0 3.0 3.0

合計 5.3 5.3 5.3 0 5.3 …B

合計(A+B) 502.2

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
市 ○ R1 R3

合計

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

新庁舎建設事業 宮若市役所

規模事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

事業活用
調査

事業効果分析調査 －

まちづくり活
動推進事業

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

通学路防犯灯設置事業 宮若東中学校区

規模事業 事業箇所名 事業主体 直／間

新庁舎前連携交流広場整備事業

筑前宮田駅跡広場整備事業

宮田バスセンター整備事業

交付期間内事業期間
細項目

宮田停車場・本城線道路改良事業

片鉾・天王寺線道路改良事業

磯光・小竹線道路改良事業

規模
（参考）事業期間

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

0.4交付対象事業費 502.2 交付限度額 200.8 国費率

統合したB／Cを記入してください



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　宮若地区（第三期）（福岡県宮若市） 面積 282 ha 区域 宮田、本城、鶴田、磯光、上大隈の各一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

宮若地区 （282ha）

宮若市役所

□都市再生整備計画区域

凡 例

都市再生整備区域

官公庁

Ｎ


